
半田市障がい者自立支援協議会設置要綱 

 （設置） 

第１条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成１７年法律

第１２３号。以下「法」という。)第７７条第１項第３号に規定する事業(次条第１号に

おいて「相談支援事業」という。)を始めとする地域の障がい福祉サービスに係るシステ

ムづくりについて、中核的な役割を果たす定期的な協議を行うため、半田市障がい者自

立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 

（１）市が相談支援事業を委託した場合における受託事業者の中立・公平性を確保する

ための運営評価等に関すること。 

（２）困難事例への対応のあり方に係る協議及び調整に関すること。 

（３）地域の関係機関によるネットワーク構築等に向けた協議に関すること。 

（４）地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 

（５）障がい者保健福祉計画の推進に関すること。 

（６）障がい者の差別解消の推進に関すること。 

（７）障がい者の虐待防止に関すること。 

 （８）その他地域の障がい福祉サービスに関し必要と認められる事項 

  (組織)  

第３条 協議会は、次に掲げる者のうち、市長が委嘱する委員をもって組織する。 

（１）法第５１条の１７第１項第１号に規定する指定特定相談支援事業者 

（２）法第２９条第１項に規定する指定障がい福祉サービス事業者 

（３）地域生活支援事業の実施事業者 

（４）保健医療関係者 

（５）教育関係機関又は雇用関係機関の職員 

（６）企業代表者 

（７）障がい者関係団体代表者 

（８）学識経験者 

（９）その他の関係者 

  (委員の任期)  



第４条 委員の任期は、３年とし、再任を妨げないものとする。 

２ 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （報 酬） 

第５条 市長は、予算の範囲内において、委員に報酬を支給することができる。 

  (会長及び副会長)  

第６条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。  

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。  

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

４ 会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、会長があ

らかじめ指名した委員がその職務を代理する。 

  (全体会)  

第７条 協議会の会議（以下「全体会」という。）は、会長が必要に応じて招集し、その

議長となる。 

２ 全体会は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。  

３ 全体会は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。  

４ 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聴くことが

できる。 

 （専門部会)  

第８条 第２条に規定する所掌事務について必要な資料の収集、調査及び研究を行うため、

協議会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の設置は、全体会において決定する。 

３ 専門部会は、会長が任命した部会長及び部会長が指名した部会員をもって組織する。 

４ 部会員は、委員以外の者から選任することができる。 

５ 専門部会は、部会長が招集する。 

  (庶務)  

第９条 協議会の庶務は、半田市福祉部地域福祉課及び半田市障がい者相談支援センター

において処理する。 

  (その他)  



第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２１年６月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 


